
 

添付（１） 内部統制を含むコーポレートガバナンス体制の模式図 

 



当社の適時開示体制

②決算情報 ③発生事実①決定事実
【情報管理者】

経理部長
【情報管理者】
決定事実に関する部門長

【情報管理者】
発生事実に関する部門長

当社内各部および子会社

取締役会

【情報取扱責任者】
経営企画室長

■情報の集約・管理およ
び情報開示要否の判定

■①決定事実、②決算情報、
③発生事実の決議

代表取締役社長

■③緊急を要する発生事実の
場合は、代表取締役社長の承
認により適時開示を実施

■適時開示
TDnet登録、HP掲載、
投函等実施

【情報開示部署】
経営企画室

株主・投資家

③

①②③
①②③

③事後報告

①②③

情報の流れ ：

情報取扱指示 ：
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